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２０１３年ＪＡＦ中四国ラリー選手権第１戦 

２０１３年ＪＭＲＣ中国・四国ラリーシリーズ第１戦 

 

つつるるぎぎ山山アアルルペペンンララリリーー２２００１１３３  

特 別 規 則 書 
 

 

後援 美馬市 つるぎ町 

協力 四国産直市場 ㈱よんでんメディアワークス  

   大塚製薬㈱ ネッツトヨタ徳島㈱徳島三菱自動車販売㈱ 

徳島スバル自動車㈱ ブリヂストンタイヤ四国販売㈱ ㈱ダンロップファルケン四国  

四国機器㈱  ヨコハマタイヤ四国販売㈱ 広海トーヨー住器㈱ ㈱北光社脇町営業所 

徳島部品センター 讃岐リース㈱ 植松自動車 ㈲モーティブ ㈲堀部産業 味一阿讃 

手打うどんみやうち 三野交通㈱ オートショッププライム 

 

２０１２総合優勝 Ｄｒ手塚清明 Ｎｖ斎藤哲史 
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つるぎ山アルペンラリー２０１３ 

公認番号２０１３－７００８ 

特別規則書 

公  示 

 本競技会は，日本自動車連盟（ＪＡＦ）公認のもとに，国際自動車連盟（ＦＩＡ）の国際モータースポーツ競技規則， 

ならびにそれに準拠したＪＡＦの国内競技規則およびその付則，および２０１３年日本ラリー選手権規定，ラリー競技開 

催規定、２０１３年ＪＭＲＣ中国・四国ラリーシリーズ一般規定と本競技会特別規則書に従ってＪＡＦ公認準国内競技とし 

て開催される。 

 本競技会は，交通法規の遵守と安全運転を基本理念として，スポーツマンシップに基づく交通道徳の涵養及び運転技術の 

習得を目的とし，特に上・中級者を対象に企画されたものである。 

第１条 競技会の名称 

    ２０１３年ＪＡＦ中四国ラリー選手権第１戦 

２０１３年ＪＭＲＣ中国・四国ラリーシリーズ第１戦  

つるぎ山アルペンラリー２０１３ 

第２条 競技会の格式 

    ＪＡＦ公認準国内競技 

第３条 競技種目 

    ラリー開催規定の付則「第2種アベレージラリー開催規定」に従ったスペシャルステージを含む四輪自動車によるリライ

アビリティーラン（第２種アベレージラリー） 

第４条 開催日程 

    平成２５年５月２５日（土） 徳島県内約８０㎞(美馬市 中尾山高原周辺) 

    グラベルで約３０kmのタイムトライアル区間を含む。 

第５条 オーガナイザー及び大会事務局 

  １）オーガナイザー 

阿波モータリストクラブ（ＡＭＣ－ＡＷＡ） 

    代表 中岡 和好 

  ２）大会事務局 

    〒779-3232 

徳島県名西郡石井町石井城ノ内３８１－１ 

    事務局長 上野 耕二   

TEL 090-8976-5627  E-Mail Nakaoka@ymw.co.jp 

第６条 大会役員 

    組織委員長    上野 耕二  

組織委員    西村 清、藤澤 謙次   

第７条 競技役員 

審査委員長    山本 博文  副審査委員長 佐川 和文   

競 技 長       中岡 和好   副競技長 西村 清 

コース委員長  金井 宣夫  副コース委員長 長江修平 

計時委員長        柴田 貴之 

        技術委員長        家段 祝久   

救急委員長        西村 清   

大会事務局長   上野 耕二 

 

第８条 参加受付期日及び場所 

    受 付 期 日        平成２５年４月２０日（土）～５月１０日（金）必着 

        参加申込先       〒779-3232 徳島県名西郡石井町字城ノ内381-1 上野耕二 

Tel：0886-74-1008  Fax:088-674-8053   携帯：090-8976-5627 

E-Mail：nakaoka@ymw.co.jp 

mailto:nakaoka@ymw.co.jp
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参 加 料        競技車両１台につき40,000円（ラリー保険は，別紙を参照のこと） 

                     ＪＭＲＣ共済およびラリーに有効なスポーツ保険（以下共済等という）加入者は，当日共済等へ 

           の加入を証明する物を必ず携帯すること。 

                     当日受付において共済加入を証明できない場合には，未加入・不携帯を問わず，ＪＭＲＣ四国が 

管掌する共済等に加入しなければ出走できない。（１名２、０００円） 

                     サービス員、サービスカーは無料 

問い合わせ先  大会事務局長  上野耕二 ＴＥＬ088-674-1008まで 

 参加申込は，オーガナイザー所定の申込書，誓約書，及び車両改造申告書等に必要事項を漏れな 

く記載，署名，捺印し，参加料と本競技会に有効な自動車対人賠償任意保険証の写しを添えて申し 

込むこと。 

                      正式参加受理後の参加料（受付期間内必着）は，返還しない。 

第９条 乗員および車両の変更 

正式参加受理後の乗員の変更は認められない。ただし、参加者から理由を付した文書が受け付け終了時刻までに 

提出され、競技会審査委員会が認めた場合はこの限りではない。 

参加部門または参加クラスの変更を伴う車両変更は認められない。 

第10条 集合場所 

        徳島県美馬市木屋平中尾山高原駐車場（サービス会場）は最終項地図参照 

第11条 競技スケジュール  

       (1) 受 付  ６：３０～７：３０ 

       (2) 車 両 検 査        ７：００～８：００ 

       (3) ドライバーズブリーフィング  ８：００～８：３０ 

       (4) ス タ ー ト        ９：０１～１号車よりゼッケン順に１分間隔で行う 

       (5) ゴ ー ル       １５：３０予定 

       (6) 表彰式予定  １７：３０予定 

第12条 クラス区分及び賞典 

① クラス区分（排気量は過給換算後の数値） 

選手権対象部門 

       ＦＧ－Ａクラス（Ａクラスで表記） 1,500cc以下の車両またはＡＥ車両 

       ＦＧ－Ｂクラス（Ｂクラスで表記） 1,500ccを超え3,000cc以下の車両 

       ＦＧ－Ｃクラス（Ｃクラスで表記） 3,000ccを超える車両 

選手権対象外部門 

       ＦＡクラス 1,500cc以下の車両 

       ＦＢクラス 1,500ccを超え3,000cc以下の車両 

       ＦＣクラス 3,000ccを超える車両 

 

        ＦＡ・ＦＢ・ＦＣクラスへの参加についてはＪＭＲＣ中国・四国ラリーシリーズ一般規定の参加資格により制限を設ける。 

         

② 賞典 

各クラス 1～３位 ＪＡＦメダルと副賞  

    各クラス ４～６位  副賞 

        ただし参加台数により増減する。 

 

第13条 参加台数 

    最大，各クラス合計で６０台とする。 

第14条 参加資格 

    １台の車両に乗車する定員は２名で，正・副ドライバーは当該車両を運転できる運転免許証およびＪＡＦ発行の 

２０１３年ＪＡＦ競技運転者許可証Ｂ級以上を有していなければならない。 

なお、選手権へ出場する者は参加申し込み締め切り時点で運転免許証取得後1年以上を経過していること。 

    参加申込者は，参加申し込み締切時点において有効な２０１３年ＪＡＦ競技参加許可証を有していなければならない。 

        参加申込者が正ドライバーと異なる時は，競技中の参加者の責任，および義務に関して，正ドライバーがその責任を負う

ものとする。 
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第15条 参加車両 

    参加車両は，運輸省令道路運送車両の保安基準に適合し，２０１３年度ＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規 

定に定められるＲＮ車両、ＲＪ車両，ＲＦ車両またはＡＥ車両とする。 

フレッシュマンクラスへの参加の場合には、上記車両に加え、ＦＩＡ公認車両またはＪＡＦ登録車両で２００２年１２月

３１日以前に運輸支局等に初度登録され，かつ２００２年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編ラリー車両規定に従った車両

（ＲＢ車両）ならびにスピード行事ＳＡ車両で２０１３年度ＪＭＲＣ中国・四国ラリーシリーズ車両規則に従った車両も

参加できる。 

なお、過給機付き車両のエアリストリクターの装着は全クラス任意とする。 

 

参加するすべての車両は次の条件を満たさなければならない。 

①正規の自動車登録番号標または車両番号標が交付されており，自動車検査証，及び自動車損害賠償責任保険証， 

さらに当該ラリー競技に有効な対人保険を有していること。 

③ 常用停止表示板（三角）２枚，Ａ３サイズ以上で表面に緑文字で「ＯＫ」裏面に赤文字で「ＳＯＳ」と記入 

されたもの２枚，非常用信号灯，赤色灯，けん引ロープ，救急薬品を携行すること。 

    ③ＪＡＦ国内競技車両規則第２編第２章第３条に従った消火装置を搭載すること。 

        ④タイヤは，Ｓタイヤを除くラジアルタイヤおよびラリータイヤ（マッド＆スノー）とする。 

第16条 整備作業 

    整備作業の監督は技術委員長が担当する。 

    整備作業を行うことができる場所は中尾山高原駐車場とする。 

    技術委員長の許可を必要としない整備作業については、作業前に申告の必要はないが、作業後に車両整備申告書を 

               車両整備報告書に変えて、技術委員長に提出のこと。 

        サービススペース内であれば、サービスカーの有無は問わない。 

    参加車両に対して適用される整備作業の範囲は，以下の通りである。 

(1) タイヤ交換等のために車両をジャッキアップする場合，作業員の安全確保のため，同時にジャッキアップで 

きる車輪は，２輪までとする。（いかなる方法によっても４輪が同時に地上より離れた状態で作業を行っては 

ならない。） 

 (2)  車両用部品を下記の物に限り交換すること，各部点検増締めを行うことが許される。 

           ① タイヤ   ② ランプ類のバルブ  ③ 点火プラグ  ④ Ｖベルト 

(2) 上記以外の整備は，競技会技術委員長の許可を得て行うことができる。 

第17条 ドライバーズブリーフィング 

    すべての参加者，ドライバー及び、コドライバーは，ドライバーズブリーフィングに出席し、出席簿に署名しなければな

らない。 

第18条 公式車両検査 

    全ての車両は，オーガナイザーの指定した場所，時間においてＪＡＦ公認競技会参加車両検査チェックリストに基 

づき車検を受けなければならない。 

        車検には，第14条に示した他に，正・副ドライバーのヘルメットおよびレーシング（ラリー）スーツが義務携行品 

として検査される。 

        規定の時間内に車検に合格しない車両は，例外なくスタートできない。（但し，技術委員長が特に認めたときに限り 

5,000円の再車検料を支払い，再車検を受けることができる。） 

        ゴール後暫定結果に従い，各クラス上位入賞車の再車検を行う。 

        競技中であっても，技術委員が必要と認めたときは，再車検を行う場合がある。 

        再車検において，技術委員が要求する車両各部の分解，および検査終了後の組立ては，全て参加者の用意する人員 

工具，部品，並びに費用をもって行うものとする。 

        オーガナイザーは，必要に応じて車両保管を命ずる権限を有する。その場合，車両保管場所への参加者およびドラ 

イバーの立入はできない。 

第19条 計時 

    全ての計時時刻は，ＮＨＫ，もしくはＮＴＴの時報によって調整したオーガナイザーの時計の示す日本標準時刻に 

よる。時計の誤差に対する抗議は，受け付けない。 

        計時は，参加車両の前輪の中心が，計測ラインを通過した瞬間の時刻とする。但し，ステージ，セクションの 

スタートにおいて，あらかじめスタート時間を指示することがある。 
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第20条 チェックポイント（ＣＰ） 

    ＣＰは，オーガナイザーのマークの付いた標識で明示する。（原則として進行方向の左側） 

        ＣＰの発見は参加者の義務とし，設置されているＣＰ標識が何等かの理由で倒れていた場合があっても一切抗議の 

対象とならない。 

        ＣＰの開設は，１号車の通過予定時刻の１５分前とし，閉鎖は最終号車通過予定時刻の３０分後を原則とする。 

       スタートチェックポイントを除き，計測ライン上で停止してはならない。 

        計測ライン上を２台以上の参加車両が並進して通過した場合は，進行方向右側の車両は計時されない。 

        ＣＰタイムカードに記載された時刻に関する抗議は，当該ＣＰタイムカード交付後１分以内とし，当該ＣＰでのみ 

受け付ける。 

        

第21条 減点及び成績 

    分計時のラリーセクションにおけるオーガナイザーの設定した正解時間との差１分につき10点の減点。 

        スペシャルステージにおいては，所要時間全秒を１秒１点とする。 

        公式タイムスケジュールに遅れた時は，１分につき１００点の減点。 

        反則スタートはＣＰ員の判断により５秒加算，１０秒加算，失格とする。この決定に対するクレームは受け付け 

ない。 

        ＣＰ不通過及び逆進入は失格。 

        コントロールシートの提出は，指示書で指定された時間以内に行わなくてはならない。なお，この時の時間オー 

バーは１分につき，１００点とする。 

    コントロールシートの計算違いは，箇所の数に関係なく１０点とする。 

        成績は，減点合計の少ない者を上位とし，順位決定する。 

        同減点の場合，次の順で決定する。 

①排気量の少ないもの。 

        ②ＳＳ１の所要時間 

    ③ＳＳ２の所要時間。 

        ④抽選 

第22条 参加者の遵守事項 

        競技中はいかなることがあろうとも現行道路交通法の遵守を最優先とし，一般車両及び走行車に迷惑を及ぼさな 

いこと。 

        他車に追従する場合，対向車のある場合及び民家のある所では前照灯の照射方向を必ず下向きにすること。また 

明らかに追い越そうとしている車がある場合は，安全且つ速やかに進路を譲って追い越させること。 

        登録された乗員以外は乗車してはならない。 

        リタイヤした場合は，最寄りのオフィシャルにリタイヤ届けを提出すること。提出が不可能な場合は，電話等で 

事務局に連絡し，直ちにゼッケン番号及びラリー競技会員之証その他車両貼付物を取り除くこと。 

        競技中はオーガナイザーが指定したサービス地点以外でサービスを受けることはできず，また指定給油所以外で 

    の給油は禁止する。 

        走行中，安全ベルトは全員が全区間で着用すること。ヘルメットはＳＳ区間で着用を義務付ける。 

第23条 失格 

    次の場合を失格とする。 

        (１)４月２６日～５月２４日の間において美馬市木屋平，つるぎ町実平周辺を練習走行した場合。       

        (２)対人，あるいは対物事故を起こした場合。（加害者，被害者は問わない）                       

        (３)道路交通法に違反し，警察の取り調べを受けたとき。                                         

        (４)競技中著しく車体または保安部品を破損したとき。                                           

        (５)リタイヤの申告をせず競技から離脱したとき。                                               

        (６)走行マナーならびに競技者としてのマナー等が悪い競技参加者。                               

        (７)コントロールカードを改ざんしたとき。                                     

        (８)車両違反が発見されたとき。                                                               

        (９)競技中に乗員または車両を変更したとき。                                                   

        (10)参加者または関係者間で不正行為が行われたとき。                                           

        (11)その他競技役員の重要な指示に従わなかったとき。                                           

        (12)ＣＰ不通過および逆進入の場合。                                                           
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        (13)オーガナイザーの指示する区域以外でサービス，給油を受けたとき。                               

        (14)各諸規則および２０１３年ＪＭＲＣ中国・四国ラリーシリーズ一般規定ならびに特別規則書に定める事項に 

違反したとき。                                                                   

        (15)以上のほか，本競技会の名誉を著しく汚したと判断したとき。                                 

第24条 抗議 

    参加者は自己チームが不当に処遇されていると判断したときはこれに対して抗議する権利を有する。 

       抗議は抗議対象となる理由を具体的に記述した文書および「自動車競技に関する申請・登録手数料」規定に規定さ 

れた抗議料２０，３００円を添えて競技長に提出しなければならない。抗議料はその抗議が認められた場合にのみ 

返還される。 

    チェックカードに関する抗議はそのＣＰで直ちに行い，ＣＰの責任者の判定を最終的なものとし，これに対する 

抗議は受け付けない。また道路状況による交通障害に起因する抗議は受け付けない。 

        競技に対する抗議はその参加者の競技終了後３０分以内に提出しなければならない。 

        競技成績に関する抗議は暫定成績発表後３０分以内または競技会審査委員会が特に指定する時間に提出しなけ 

ればならない。 

        技術委員または車両検査委員の決定に対する抗議は，決定直後に抗議提出の意志表示を行い３０分以内に正式書 

面を提出しなければならない。 

        審査委員会の裁定結果は審査委員長より口頭で当事者に通告される。 

第25条 公式通知 

    公式通知は，それに示す範囲において，既に示された全ての指示に優先する。 

第26条 競技会の延期または中止 

    保安上または不可抗力による事情が生じた場合は，競技会審査委員会の決定により競技会を延期，または中止 

途中取り止めとすることができる。 

第27条 競技会の成立 

    本競技会は，オーガナイザー並びに大会役員の手違いであるなしに関わらず，競技としての成績判定が可能な限り 

において，打ち切りの場合でも成立する。 

第28条 本規則の解釈 

    本規則及び競技に関する諸規則，公式通知の解釈について疑義が生じた場合は，審査委員会の決定を最終とする。 

        本規則に明示されていない場合は，全て国内競技規則が優先する。 

第29条 損害の保障 

    本大会のオーガナイザー，役員，係員，ＪＡＦ，ＪＭＲＣ，本競技会関係者は事故のため，競技参加者及びその 

サービス員，チーム員が損害死傷を受けた場合，これに対する損害保障責任は一切負わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           つるぎ山アルペンラリー2013 

                                         Supplementary Regulations  

阿波モータリストクラブＡＭＣ－ＡＷＡ 

追記 

 

前泊・後泊を希望される方へ 

次項または、別紙インフォメーションに記載の宿泊申込書に必要事項を記入の上、必ず、参加申込書と同時に送付してくだ

さい。 

昼食はありませんので各自で準備してください。 

スタート会場付近には購入できるお店がないので注意してください。 

ゴール後、表彰式では懇親会があります。 

エントラント以外の懇親会の申し込みは宿泊申込書に必要事項を記載して申し込みください。（有料：1500円／人） 

中尾山高原 平成荘ホームページ     http://www.awanavi.jp/article/0002379.html 

ＳＳの詳細等本ラリーに関するお知らせは下記ＨＰの掲示板で逐次開示いたしますのでご覧ください。 

阿波モータリストクラブ       http://www.geocities.jp/mk2285jp/ 

 

 

 

 

 

中尾山高原会場レイアウト 

 

http://www.awanavi.jp/article/0002379.html
http://www.geocities.jp/mk2285jp/

